
 戦争資料の保存と記憶継承のあり方検討委員会設置要綱 
 

（名称）  

第１条 本委員会は、「戦争資料の保存と記憶継承のあり方検討委員会」（以下「検討

委員会」という。）と称する。  

 

（目的）  

第２条 検討委員会は、山形県における戦争の記憶や平和の尊さを次世代へ継承して

いくため、様々な視点から意見交換することを目的とする。 

 

（所掌事項）  

第３条 検討委員会は、次の所掌事項について、意見を述べる。 

（１） 本県における戦争関係資料の展示のあり方に関する事項 

（２） 戦争の記憶や平和の尊さを継承する持続可能な仕組みに関する事項 

（３） その他戦争資料の保存と記憶継承のあり方を検討する上で必要な事項 

  

（組織）  

第４条 検討委員会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

２ 検討委員会には座長を１名、副座長を１名置く。 

３ 座長は委員のうちから、委員の互選により選出する。 

４ 副座長は委員のうちから座長が指名する。 

５ 座長は、検討委員会の会務を統括する。 

６ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故のあるとき又は座長が欠けたときは、そ

の職務を代行する。  

 

（任期）  

第５条 委員の任期は、令和８年２月９日から令和９年３月 31 日までとする。 

２ 委員は、再任することができる。 

３ 座長及び副座長の任期は、委員として在任する期間とする。 

 

 （会議）  

第６条 座長は検討委員会の議事を整理する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討委員会に出席

してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

３ 会議は原則として公開する。ただし、特段の必要があると座長が認めた場合

は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

  

 （庶務）  

第７条 検討委員会の庶務は、山形県健康福祉部地域福祉推進課において処理する。  

  

 （雑則）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、座

長が別に定める。 

  

附則 

この要綱は、令和８年２月９日から施行する。 



（別紙） 
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